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　 　 　 令 和 ８ 年 第 ４ 回 農 業 委 員 会 定 例 総 会 議 事 録  

  

 開催年月日  令 和 ８ 年 ４ 月 ２ 日 （ 木 ）  

  

 場　 　 　 所  大 潟 村 役 場 二 階 『 特 別 会 議 室 』  

  

 時　 　 　 間  午 後 ２ 時 ０ ０ 分 ～ ３ 時 ５ ０ 分  

  

 出 席 委 員  小   林   信   之 　  会 　  長   渡 　 邊 　 　 磨    職 務 代 理 者    

  北   村   雅   幸    委    員  取 　 拓   未 　  委  　 員   

     松   橋   良   子 　  委  　 員  高   木   茂   之 　  委    員

     椎   川   健   一 　  委    員  豊 　 島 　 正 　 祥    委    員

     工   藤     猛      委    員  小 　 松 　 正 　 樹    委    員

     佐   藤   友   能    委    員  増 　 永     洋      委    員

  佐 　 藤 　 千 　 穂    委    員  

  

 出 席 し た  小 　 林 　 　 豊 　 　  局  　 長    澤 　 井 　 公 　 子 　  前 局 長   

 事務局職員 岡 　 部 　 勇 　 将    主 　  事  武 　 田 　 聖 　 子    事務補助  

  

 議 事 日 程  １ .　 開 　 　 　 会   

  ２ .　 会 長 あ い さ つ   

  ３ .　 議 事 録 署 名 委 員 の 指 名 に つ い て   

  ４ .　 議 　 　 　 事   

      【 議 案 第 ３ ６ 号 】

   　 農 地 法 第 ３ 条 の 規 定 に よ る 農 地 の 使 用 貸 借 権 設 定 許 可 申 請 に

    対 し 、 意 見 を 求 め る 件 に つ い て

      【 議 案 第 ３ ７ 号 ～ ６ ８ 号 】

   　 農 地 法 第 ３ 条 の 規 定 に よ る 農 地 の 賃 貸 借 権 設 定 許 可 申 請 に 対

    し 、 意 見 を 求 め る 件 に つ い て

      【 議 案 第 ６ ９ 号 】

   　 農 地 法 第 ３ 条 の 規 定 に よ る 農 地 の 所 有 権 移 転 許 可 申 請 に 対 し

    、 意 見 を 求 め る 件 に つ い て

      【 議 案 第 ７ ０ 号 】

   　 農 用 地 利 用 集 積 等 促 進 計 画 案 （ 令 和 ８ 年 第 ４ 号 ） の 意 見 聴 取 に

    対 し 、 意 見 を 求 め る 件 に つ い て
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      【 議 案 第 ７ １ 号 】

    　 令 和 ７ 年 度 大 潟 村 農 業 委 員 会 事 業 報 告 に つ い て

    　 【 議 案 第 ７ ２ 号 】

    　 令 和 ８ 年 度 大 潟 村 農 業 委 員 会 事 業 計 画 案 に つ い て

      【 議 案 第 ７ ３ 号 】

   　 農 業 委 員 会 事 務 の 実 施 状 況 等 の 公 表 に 対 し 、 意 見 を 求 め る 件

    に つ い て

 ５ .　閉　　　会  

  

 前　局　長  　 今 年 度 人 事 異 動 が あ り ま し た の で 始 め に ご 紹 介 致 し ま す 。   

   　 農 業 委 員 会 事 務 局 長 小 林 豊 、 産 業 振 興 課 農 用 地 利 用 集 積 担

  当 に 岡 部 勇 将 と な り ま し た の で よ ろ し く お 願 い 致 し ま す 。

  

 審 議 内 容 　 只 今 か ら 、 令 和 ８ 年 第 ４ 回 大 潟 村 農 業 委 員 会 定 例 総 会 を 開 催  

 前　局　長 致 し ま す 。  

  

   会 　 　 　 長 　 お 忙 し い 中 お 集 ま り い た だ き あ り が と う ご ざ い ま す 。 ４ 月 か ら 事

   務 局 が 新 体 制 と な り 活 動 し て 参 り ま す の で ご 協 力 よ ろ し く お 願 い

   致 し ま す 。 農 作 業 が 忙 し く な っ て き ま し た が 事 故 等 な い よ う 進 め て

    い た だ き た い と 思 い ま す 。

    　 業 務 報 告 に 移 り た い と 思 い ま す 。

   　 ３ 月 ２ 日 役 場 に 於 い て 、 大 潟 村 地 域 計 画 変 更 に 係 る 幹 事 会 に

    私 と 事 務 局 長 が 出 席 し て お り ま す 。

   　 ３ 月 ５ 日 村 民 セ ン タ ー に 於 い て 、 大 潟 村 年 金 受 給 者 協 議 会 (耕

    心 会 )総 会 に 出 席 し て お り ま す 。

   　 ３ 月 １ ８ 日 サ ン ル ー ラ ル 大 潟 に 於 い て 、 大 潟 村 農 作 業 受 託 組 合

    総 会 に 出 席 し て お り ま す 。

   　 ３ 月 ２ ５ 日 役 場 に 於 い て 、 ポ ル ダ ー 結 婚 支 援 セ ン タ ー 協 議 会 総

   会 に 私 と 職 務 代 理 ･佐 藤 (千 )委 員 ･佐 藤 (能 )委 員 ･椎 川 委 員 ･事 務

    局 長 と で 出 席 し て お り ま す 。

   　 ３ 月 ２ ６ 日 役 場 に 於 い て 、 令 和 ７ 年 度 大 潟 村 民 産 学 官 連 携 農 業

    振 興 推 進 協 議 会 総 会 に 出 席 し て お り ま す 。

    　 以 上 で す 。
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    会 　 　 　 長 　 議 案 審 議 に 入 る 前 に 、 議 事 録 署 名 委 員 を こ ち ら よ り 指 名 さ せ て

    い た だ き ま す 。

  　 【 議 事 録 署 名 委 員 】   

 　 １ 番  北 　 村 　 雅 　 幸  委 員 　 ２ 番  　 取 　 拓 　 未  委 員  

  

   会 　 　 　 長   議 案 第 ３ ６ 号 「 農 地 法 第 ３ 条 の 規 定 に よ る 農 地 の 使 用 貸 借 権 設

   定 許 可 申 請 に 対 し 、 意 見 を 求 め る 件 に つ い て 」 上 程 い た し ま す 。

  事 務 局 よ り 説 明 い た し ま す 。

  

 前　局　長  　 議 案 第 ３ ６ 号 は 離 農 の 為 の 設 定 で す 。   

    　 （ 議 案 第 ３ ６ 号 に つ い て 、 議 案 書 及 び 調 査 書 の 朗 読 ）

   　 本 案 件 は 、 農 地 法 第 ３ 条 第 ２ 項 各 号 に は 該 当 し な い た め 許 可

  要 件 の 全 て を 満 た し て い る と 考 え ま す 。

  

  会 　 　 　 長   事 務 局 説 明 に 対 し 、 発 言 の あ る 方 は 挙 手 願 い ま す 。

  

  委 員 各 位   な し 。

  

    会 　 　 　 長   ご 意 見 が な い よ う で す の で 、 採 決 に 入 り ま す 。

  　 議 案 第 ３ ６ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  

  

   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。

  

  会 　 　 　 長   議 事 日 程 に つ い て お 諮 り い た し ま す 。 議 案 第 ３ ７ 号 か ら 議 案 第

  ６ ８ 号 は 関 連 が ご ざ い ま す の で 一 括 上 程 し て よ ろ し い で し ょ う か 。

  

  委 員 各 位   異 議 な し 。        
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 前　局　長  　 議 案 第 ３ ７ 号 ・ ４ １ 号 ・ ４ ２ 号 ・ ４ ３ 号 ・ ４ ４ 号 ・ ４ ５ 号 ・ ４ ６ 号 ・ ４ ７ 号  

   ・ ４ ８ 号 ・ ５ ０ 号 ・ ５ ２ 号 ・ ５ ３ 号 ・ ５ ４ 号 ・ ５ ５ 号 ・ ５ ６ 号 ・ ５ ７ 号 ・ ５ ８ 号 ・

   ６ ０ 号 ・ ６ １ 号 ・ ６ ２ 号 ・ ６ ３ 号 ・ ６ ４ 号 ・ ６ ５ 号 ・ ６ ７ 号 ・ ６ ８ 号 は 離 農 の

   為 の 設 定 、 議 案 第 ３ ８ 号 ・ ５ １ 号 は 高 齢 化 に よ る 経 営 縮 小 の 為 の

   設 定 、 議 案 第 ３ ９ 号 ・ ４ ０ 号 ・ ４ ９ 号 ・ ５ ９ 号 は 耕 作 不 便 の 為 の 設 定

    、 議 案 第 ６ ６ 号 は 労 働 力 不 足 の 為 の 設 定 で す 。

    　 （ 議 案 第 ３ ７ 号 ～ ６ ８ 号 に つ い て 、 議 案 書 及 び 調 査 書 の 朗 読 ）

   　 本 案 件 は 、 農 地 法 第 ３ 条 第 ２ 項 各 号 に は 該 当 し な い た め 許 可

  要 件 の 全 て を 満 た し て い る と 考 え ま す 。   

  

  会 　 　 　 長   事 務 局 説 明 に 対 し 、 発 言 の あ る 方 は 挙 手 願 い ま す 。

  

 高 木 委 員   今 回 の 申 請 は 更 新 が 主 で す か 。  

  

 前　局　長  　 こ ち ら は 集 積 計 画 で 期 限 が 切 れ る 方 が 今 回 農 地 法 で 申 請 を 希  

  望 さ れ た 方 が 多 い で す 。

  

  会 　 　 　 長 　 他 に ご 意 見 ご ざ い ま せ ん か 。

  

 工 藤 委 員  　 議 案 ５ ３ 号 ･議 案 ６ ３ 号 等 で 離 農 と な っ て い る 方 で 申 請 面 積 を 除  

   い て も 耕 作 面 積 が そ れ な り に 残 っ て い る の は 村 外 に 農 地 が あ る と

  言 う こ と で す か 。

  

 前　局　長  　 離 農 と な っ て い る 方 は 村 外 農 地 と な っ て お り ま す 。 そ こ は 作 業  

  委 託 を し て い る と 伺 っ て お り ま す 。

  

  会 　 　 　 長 　 他 に ご 意 見 ご ざ い ま せ ん か 。

  

  委 員 各 位   な し 。

  

    会 　 　 　 長   ご 意 見 が な い よ う で す の で 、 採 決 に 入 り ま す 。

  　 議 案 第 ３ ７ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  
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   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。

  

  会 　 　 　 長 　 議 案 第 ３ ８ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  

  

   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。

  

  会 　 　 　 長 　 議 案 第 ３ ９ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  

  

   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。

  

  会 　 　 　 長 　 議 案 第 ４ ０ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  

  

   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。

  

  会 　 　 　 長 　 議 案 第 ４ １ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  

  

   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。

  

  会 　 　 　 長 　 議 案 第 ４ ２ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  
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   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。

  

  会 　 　 　 長 　 議 案 第 ４ ３ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  

  

   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。

  

  会 　 　 　 長 　 議 案 第 ４ ４ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  

  

   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。

  

  会 　 　 　 長 　 議 案 第 ４ ５ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  

  

   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。

  

  会 　 　 　 長 　 議 案 第 ４ ６ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  

  

   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。

  

  会 　 　 　 長 　 議 案 第 ４ ７ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  
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   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。

  

  会 　 　 　 長 　 議 案 第 ４ ８ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  

  

   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。

  

  会 　 　 　 長 　 議 案 第 ４ ９ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  

  

   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。

  

  会 　 　 　 長 　 議 案 第 ５ ０ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  

  

   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。

  

  会 　 　 　 長 　 議 案 第 ５ １ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  

  

   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。

  

  会 　 　 　 長 　 議 案 第 ５ ２ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  
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   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。

  

  会 　 　 　 長 　 議 案 第 ５ ３ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  

  

   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。

  

  会 　 　 　 長 　 議 案 第 ５ ４ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  

  

   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。

  

  会 　 　 　 長 　 議 案 第 ５ ５ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  

  

   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。

  

  会 　 　 　 長 　 議 案 第 ５ ６ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  

  

   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。

  

  会 　 　 　 長 　 議 案 第 ５ ７ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  
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   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。

  

  会 　 　 　 長 　 議 案 第 ５ ８ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  

  

   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。

  

  会 　 　 　 長 　 議 案 第 ５ ９ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  

  

   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。

  

  会 　 　 　 長 　 議 案 第 ６ ０ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  

  

   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。

  

  会 　 　 　 長 　 議 案 第 ６ １ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  

  

   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。

  

  会 　 　 　 長 　 議 案 第 ６ ２ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  
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   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。

  

  会 　 　 　 長 　 議 案 第 ６ ３ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  

  

   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。

  

  会 　 　 　 長 　 議 案 第 ６ ４ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  

  

   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。

  

  会 　 　 　 長 　 議 案 第 ６ ５ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  

  

   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。

  

  会 　 　 　 長 　 議 案 第 ６ ６ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  

  

   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。

  

  会 　 　 　 長 　 議 案 第 ６ ７ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  
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   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。

  

  会 　 　 　 長 　 議 案 第 ６ ８ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  

  

   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。

  

   会 　 　 　 長   議 案 第 ６ ９ 号 「 農 地 法 第 ３ 条 の 規 定 に よ る 農 地 の 所 有 権 移 転 許

   可 申 請 に 対 し 、 意 見 を 求 め る 件 に つ い て 」 上 程 い た し ま す 。 事 務

  局 よ り 説 明 い た し ま す 。

  

 前　局　長  　 議 案 第 ６ ９ 号 は 労 働 力 不 足 の 為 の 設 定 で す 。   

    　 （ 議 案 第 ６ ９ 号 に つ い て 、 議 案 書 及 び 調 査 書 の 朗 読 ）

   　 本 案 件 は 、 農 地 法 第 ３ 条 第 ２ 項 各 号 に は 該 当 し な い た め 許 可

  要 件 の 全 て を 満 た し て い る と 考 え ま す 。

  

  会 　 　 　 長   事 務 局 説 明 に 対 し 、 発 言 の あ る 方 は 挙 手 願 い ま す 。

  

  委 員 各 位   な し 。

  

    会 　 　 　 長   ご 意 見 が な い よ う で す の で 、 採 決 に 入 り ま す 。

  　 議 案 第 ６ ９ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  

  

   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。

  

   会 　 　 　 長   議 案 第 ７ ０ 号 「 農 用 地 利 用 集 積 等 促 進 計 画 案 （ 令 和 ８ 年 第 ４ 号

   ） の 意 見 聴 取 に 対 し 、 意 見 を 求 め る 件 に つ い て 」 上 程 い た し ま す 。

  事 務 局 よ り 説 明 い た し ま す 。
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 前　局　長  　 本 案 件 は 農 地 中 間 管 理 事 業 の 推 進 に 関 す る 法 律 (平 成 ２ ５ 年 法  

  律 第 １ ０ １ 号 ） 第 １ ９ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 村 長 よ り 農 業 委 員  

   会 に 対 し 農 用 地 利 用 集 積 等 促 進 計 画 （ 案 ） の 適 否 に つ い て の 意

    見 を 求 め ら れ た も の で す 。

   　 詳 細 に つ い て は 担 当 で あ る 前 産 業 振 興 課 の 方 か ら 説 明 い た し

  ま す 。

  

   小 林 局 長 　 整 理 番 号 ８ － 59、 ８ － 64、 ８ － 66か ら ８ － 68、 ８ － 70、 ８ － 72、  

   ８ － 81か ら ８ － 84、 ８ － 88か ら ８ － 91、 ８ － 93、 ８ － 128は 、 離 農 に

    よ る 賃 貸 借 権 設 定 。

    　 整 理 番 号 ８ － 62は 、 労 働 力 不 足 に よ る 賃 貸 借 権 設 定 。

   　 整 理 番 号 ８ － 74か ら ８ － 77は 、 農 地 耕 作 条 件 改 善 事 業 に よ る 賃

    貸 借 権 設 定 。

    　 整 理 番 号 ８ － 79は 、 耕 作 不 便 に よ る 賃 貸 借 権 設 定 。

   　 整 理 番 号 ８ － 86、 ８ － 131は 、 法 人 へ の 移 行 に よ る 使 用 貸 借 設

    定 。

    　 整 理 番 号 ８ － 133は 、 法 人 へ の 移 行 に よ る 賃 貸 借 権 設 定 。

    　 整 理 番 号 ８ － 123は 、 病 気 等 に よ る 権 利 移 転 。

    　 整 理 番 号 ８ － 135、 ８ － 136は 、 法 人 へ の 移 行 に よ る 権 利 移 転 。

   　 整 理 番 号 ８ － 95、 ８ － 97、 ８ － 99、 ８ － 101、 ８ － 124は 、 離 農 に

    よ る 所 有 権 移 転 。

    　 整 理 番 号 ８ － 103、 ８ － 104、 ８ － 106か ら ８ － 108、 ８ － 110か ら

    ８ － 114は 、 農 地 耕 作 条 件 改 善 事 業 に よ る 所 有 権 移 転 。

    　 整 理 番 号 ８ － 126は 、 高 齢 化 に よ る 所 有 権 移 転 。

   と な り 、 出 し 手 ・ 受 け 手 ・ 地 目 ・ 面 積 ・ 期 間 等 は 、 概 要 に 記 載 の と

  お り で す 。

  

  会 　 　 　 長 　 事 務 局 説 明 に 対 し 、 発 言 の あ る 方 は 挙 手 願 い ま す 。   

  

 渡邊職務代理    整 理 番 号 8-135の 貸 人 ･借 人 と 8-136の 貸 人 ･借 人 は 同 じ で す が  

    、 賃 貸 料 が 違 う の は 何 故 で す か 。
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 前　局　長  　 こ ち ら は 権 利 移 転 と な っ て お り ま し て 、 今 回 の 貸 人 ・ 借 人 の 外 に  

   以 前 に 所 有 者 と の 契 約 が あ り 、 そ の 契 約 が 今 回 引 き 継 が れ ま す の

  で 違 い が 出 て き て し ま い ま す 。

  

  会 　 　 　 長 　 他 に ご 意 見 ご ざ い ま せ ん か 。

  

 取 委 員 　 整 理 番 号 8-131か ら ８ － 134は 使 用 賃 貸 借 で 無 償 と 対 価 が 発 生  

  し て い る の あ り ま す が 他 の 賃 貸 借 と の 違 い は 何 で す か 。

  

   小 林 局 長 　 申 し 訳 あ り ま せ ん 。 ８ － 131･132を 使 用 貸 借 ８ － 133と ８ － 134を

  賃 貸 借 に 訂 正 を お 願 い 致 し ま す 。

  

 取 委 員  　 整 理 番 号 8-61と 議 案 ５ ０ 号 ５ １ 号 の 借 人 は 同 一 人 で す が 耕 作 面  

  積 が 異 な る の は 何 故 で す か 。

  

  　 休 　 　 憩 　 ３ ： １ ７ 　 　 　 　 　 　 再 　 　 開 　 ３ ： ２ ５

  

   前 局 長 　 申 し 訳 あ り ま せ ん 。 促 進 等 計 画 の 耕 作 面 積 を 農 地 法 ３ 条 で の 申

   請 面 積 を 加 え た 耕 作 面 積 を 記 載 し て し ま っ て お り ま す の で 、 整 理

   番 号 ８ － 61の 借 人 の 耕 作 面 積 を 100,576㎡ に 訂 正 を お 願 い 致 し ま

  す 。

  

  会 　 　 　 長 　 他 に ご 意 見 ご ざ い ま せ ん か 。

  

 椎 川 委 員  　 整 理 番 号 8-64･65の 賃 貸 期 間 が １ 年 と あ り ま す が 、 期 間 が 短 い  

  理 由 を 聞 い て お り ま す か 。

  

  前 局 長 　 こ ち ら の 農 地 を 来 年 に 売 買 を 希 望 し て い る と の こ と で す 。

  

  会 　 　 　 長 　 他 に ご 意 見 ご ざ い ま せ ん か 。

  

  委 員 各 位   な し 。                 
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    会 　 　 　 長   ご 意 見 が な い よ う で す の で 、 採 決 に 入 り ま す 。

  　 議 案 第 ７ ０ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  

  

   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。                                              

  

   会 　 　 　 長   議 案 第 ７ １ 号 「 令 和 ７ 年 度 大 潟 村 農 業 委 員 会 事 業 報 告 に つ い

  て 」 上 程 い た し ま す 。 事 務 局 よ り 説 明 い た し ま す 。

  

   局 　 　 　 長 　 令 和 ７ 年 度 大 潟 村 農 業 委 員 会 事 業 報 告 に つ い て 議 案 書 に 基 づ

  い て 説 明 。

  

  会 　 　 　 長   事 務 局 説 明 に 対 し 、 発 言 の あ る 方 は 挙 手 願 い ま す 。

  

  委 員 各 位   な し 。

  

    会 　 　 　 長   ご 意 見 が な い よ う で す の で 、 採 決 に 入 り ま す 。

  　 議 案 第 ７ １ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  

  

   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。

  

   会 　 　 　 長   議 案 第 ７ ２ 号 「 令 和 ８ 年 度 大 潟 村 農 業 委 員 会 事 業 計 画 案 に つ

  い て 」 上 程 い た し ま す 。 事 務 局 よ り 説 明 い た し ま す 。

  

   局 　 　 　 長 　 令 和 ８ 年 度 大 潟 村 農 業 委 員 会 事 業 計 画 案 に つ い て 議 案 書 に 基

  づ い て 説 明 。

  

  会 　 　 　 長   事 務 局 説 明 に 対 し 、 発 言 の あ る 方 は 挙 手 願 い ま す 。

  

  委 員 各 位   な し 。

  



- 15 -

  

    会 　 　 　 長   ご 意 見 が な い よ う で す の で 、 採 決 に 入 り ま す 。

  　 議 案 第 ７ ２ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  

  

   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。

  

   会 　 　 　 長   議 案 第 ７ ３ 号 「 農 業 委 員 会 事 務 の 実 施 状 況 等 の 公 表 に 対 し 、 意

   見 を 求 め る 件 に つ い て 」 上 程 い た し ま す 。 事 務 局 よ り 説 明 い た し ま

  す 。

  

   局 　 　 　 長 　 農 業 委 員 会 事 務 の 実 施 状 況 等 の 公 表 に 対 し 、 意 見 を 求 め る 件

  に つ い て 議 案 書 に 基 づ い て 説 明 。

  

  会 　 　 　 長 　 事 務 局 説 明 に 対 し 、 発 言 の あ る 方 は 挙 手 願 い ま す 。

  

  委 員 各 位   な し 。

  

    会 　 　 　 長   ご 意 見 が な い よ う で す の で 、 採 決 に 入 り ま す 。

  　 議 案 第 ７ ３ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  

  

   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。

  

   会 　 　 　 長 　 今 日 の 議 案 審 議 は 以 上 で す 。

    あ り が と う ご ざ い ま し た 。

 

 

 

 

 


